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伊勢市立地適正化計画  概要版 
 

 

 

立地適正化計画とは 

都市再生特別措置法の改正により

平成26年に創設された計画で、都市の

特性に応じて市町村が独自に定める

ものであり、医療・福祉・商業施設と

いった生活に必要な都市機能の立地

を誘導すべき「都市機能誘導区域」、

人口密度を維持するため居住を誘導

すべき「居住誘導区域」、都市機能誘

導区域に維持・拡充すべき「誘導施設」、

実現に向けた「誘導施策」等を定める

ものです。 

 

立地適正化計画見直しの背景 

伊勢市では人口減少・少子高齢化が進む中、関連計画や関連施策と連携し緩やか

な誘導により、都市マスタープランに掲げる、多様な都市機能を集約させる集約型

都市構造の実現に向け「伊勢市立地適正化計画」を平成30年3月30日に策定しまし

た。その後、自然災害の頻発・激甚化などを背景に令和２年に都市再生特別措置法

が一部改正され、立地適正化計画に「防災指針」を定めることが必要となりました。 

今回の見直しは、この防災指針の策定とそれに関連する箇所の見直しを行うもの

です。 

 

基本方針 

・計画区域   伊勢市の都市計画区域 

・目標年次   令和15年 

・都市づくりの理念 市民の安全な暮らしと伝統を守り育む集約型都市 

・都市づくりの方針 方針１：若い世代にとって魅力的な都市  

方針２：高齢者が安心して暮らせる便利な都市 

 

 



2 

Ⅰ 防災指針の策定 

１．防災指針の検討 

(1) 防災指針の概要と検討の流れ 

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る

上で必要となる都市の防災に関する機能の

確保を図るための指針であり、当該指針に基

づく具体的な取組と併せて立地適正化計画

に定めるものです。 

本計画では、伊勢市で想定されている各種

災害のハザード情報に対して、災害リスクの

高いエリアの抽出と課題を整理する「災害リ

スクの分析」を行った上で、災害に強いまち

づくりに向けた考え方を整理しています。 

(2) 対象とするハザード情報 

災害リスクの分析の対象とするハザード情報は、法改正の趣旨を踏まえて頻発・激

甚化する水災害（洪水、内水、高潮）及び土砂災害、南海トラフ地震に伴う津波災害

を対象とします。 

 

災害種別 ハザード情報 

洪水 
洪水浸水想定区域（高頻度、中頻度、計画規模、想定最大規模） 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸浸食） 

雨水出水（内水） 内水浸水想定区域（想定最大規模） 

高潮 高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

津波 津波浸水想定区域（理論上最大） 

土砂災害 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域 

 

２．災害リスクの分析 

(1) 災害リスクの高いエリアの抽出方法 

災害リスクを分析するにあたり、各種災害のハザード情報について、災害時におけ

る「人や財産への影響」に着目して、以下のように整理します。 

 

  ハザードの種類 
災害リスクの 

高いエリア 

その他の 

災害リスクエリア 

水 

災害 

洪水、雨水出水（内水）、高潮 浸水深3.0ｍ以上 浸水深0.5～3.0ｍ 

家屋倒壊等氾濫想定区域 氾濫流、河岸浸食 － 

津波 浸水深2.0ｍ以上 浸水深2.0ｍ未満 

土砂災害 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 

【防災指針の検討の流れ】 

災害リスクの分析 

（ハザード情報と都市情報を重ねあ

わせて災害リスクが高いエリア等

を抽出、防災上の課題を整理） 

防災に関する方針・施策 

防災に関する基本方針 

取組方針 

防災施策 
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【洪水浸水深の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 分析の視点 

前計画の居住誘導区域（H30.3）において、「発災時の避難への影響」と「災害後の

市民生活への影響」に着目して、「ハザード情報」と「都市情報」の重ね合わせにより

分析を行います。 

 

発災時の避難への影響 
視点１ 避難所の立地（ハザード別） 

視点２ 垂直避難での対応（建物分布・階数・構造） 

災害後の市民生活への影響 視点３ 施設の立地（生活支援施設） 

 

(3) 災害リスクの分析結果・課題まとめ 

「災害リスクの高いエリア」、「その他の災害リスクエリア」に分けて、発災時の避難

への影響、災害後の市民生活への影響を整理します。 

 

分析の視点 災害リスクの高いエリア その他の災害リスクエリア 

発災時の

避難への

影響 

視点１ 

避難所の立地 

避難所は災害リスクの高いエ

リアに立地していない 

その他の災害リスクエリアの避

難所は２階以上に避難が可能 

視点２ 

垂直避難での

対応 

洪水浸水（想定最大規模）、家

屋倒壊等氾濫想定区域、高潮、

津波で、垂直避難で対応できな

い区域あり 

洪水浸水（中頻度、計画規模、

想定最大規模）、内水、高潮で、

１階建ては対応垂直避難で対

応できない区域あり 

災害後の

市民生活

への影響 

視点３ 

施設の立地 

家屋倒壊等氾濫想定区域、高

潮、津波で、施設の継続利用に

支障が出る恐れがあり 

洪水浸水（中頻度、計画規模、

想定最大規模）、内水、高潮、

津波で、施設の継続利用に支障

が出る恐れがあり 

  

・浸水深さが3.0ｍを超えると一般的

な２階建の建物では垂直避難が困難

となる。 

・浸水深は、0.5ｍを超えると床上浸水

となるため、２階への避難が必要と

なる。 

 

資料：水害ハザードマップ作成の手引き、

国土交通省水管理・国土保全局河川

環境課水防企画室／平成28年4月 
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３．防災に関する方針・施策 

(1) 防災に関する基本方針 

防災に関する基本方針については、本計画の都市づくりの理念である「市民の安全

な暮らしと伝統を守り育む集約型都市」を踏まえて、次のとおり設定します。 

■防災に関する基本方針と都市づくりの方針の関係性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 取組方針 

災害リスク分析で抽出した課題に対し、「災害リスクを回避する」、「災害リスクを低

減する（ハード）」、「災害リスクを低減する（ソフト）」の３つの方針を設定し、防災・

減災対策に取り組みます。 

■課題と取組方針の関係性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防災に関する基本方針 

誰もが安全で安心して暮らせる災害に強い都市 

本市で想定される災害リスクに関する認識を市民や事業者と共有したうえで、災害リス

クの高いエリアは、より安全なエリアへの居住の誘導を促進させるとともに、防災・減災に

資するハード整備の促進、「自助」、「共助」の考え方に基づく情報提供や避難体制の強化、

事前準備等による被害の最小化など、防災に関する取り組みを総合的に展開することで、誰

もが安全で安心して暮らせる災害に強い都市づくりを目指す。 

災害リスク分析の対象としたハザード 

河川整備や河道掘削、雨水

幹線路の整備、ポンプ場の

強化等のハード整備を推進

します。 

災害リスクを低減する（ハード） 

洪水浸水想定 

(家屋倒壊等含む) 
内水浸水想定 津波浸水想定 高潮浸水想定 土砂災害 

災害リスクの高いエリア その他 

リアルタイムでの気象情報

や水位情報等の情報提供

や、災害に備えた事前準備

の強化を図ります。 

災害リスクを低減する（ソフト） 

居住誘導区域に災害リスク

の高いエリアを含まないよ

う見直します。 

災害リスクを回避する 

都市づくりの理念 

市民の安全な暮らしと伝統を守り育む集約型都市 

【都市づくりの方針】 【防災に関する基本方針】 

 
方針１ 

若い世代にとって 

魅力的な都市 

誰もが安全で 

安心して暮らせる 

災害に強い都市 

方針２ 

高齢者が安心して 

暮らせる便利な都市 

相互に連携 
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(3) 防災施策一覧 

取
組 
方
針 

分類 
災害 

ハザード 
取組施策 主体 

工期 

短期 
（5年以内） 

中長期 
（10～20年程度） 

回
避
す
る 

土地利用の 
見直し 

災害全般 
立地適正化計画（見直し）に基づく 
安全なエリアへの居住誘導 

市 今回見直し  

低
減
す
る
（
ハ
ー
ド
） 

ハード 

整備 

洪水浸水 
対策 

宮川 
堤防整備・護岸整備・浸透対策 国   

宮川橋改築 市   

勢田川 河道掘削・横断工作物の改築等 国   

桧尻川 

桧尻川排水機場のポンプ増設 国   

河川整備 県   

河道掘削 市   

汁谷川 特殊堤の整備 県   

五十鈴川 
河道掘削・河道拡幅・護岸整備・ 

堤防整備・堰改築 
県   

内水浸水 
対策 

汁谷川 汁谷川排水機場のポンプ増設 県   

勢田川 
黒瀬ポンプ場のポンプ増設 
（倉田山排水区） 

市   

桧尻川 
雨水幹線排水路の整備（桧尻第1排水区） 市 ※整備済  

雨水幹線排水路の整備（桧尻第2排水区） 市   

土砂災害 
対策 

砂防関係施設の整備 県   

津波浸水 
対策 

市域 津波避難施設（タワー）の整備 市 ※整備済  

低
減
す
る
（
ソ
フ
ト
） 

避難体制の 

強化 

災害全般 

避難所運営マニュアルの作成支援 市   

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の指示 市   

実効性のある要配慮者施設における避難訓練の実施 

（防災講座） 
国   

伊勢市津波避難計画の策定 市 
※平成28年 

8月策定 
 

リアル 
タイムでの 

情報提供 

大雨警報（浸水害）・洪水警報等の除外格子の設定 
※気象台 

国   

記録的短時間大雨情報の改善 ※気象台 国   

危険度分布の通知サービスの細分化（市町村は避難勧
告の発令単位等での通知の検討）※気象台 

国   

危機管理型水位計・監視カメラの設置 
（川の水位情報） 

国 

県 
市 

 
 

 

浸水センサの活用方法の検討 
（勢田川浸水状況共有システム） 

国 
市 

  

災害に 
備えた 
事前準備 

既存ダムの洪水調節強化（事前放流実施、体制構築）
※ダム管理者（三重県・中部電力） 

県   

最新の水害資料による大雨警報（浸水害）・ 
洪水警報等の基準変更 

国   

持続的な水災害教育の実施と伝承 

(防災教育の支援） 

国 

市 
  

水災害を踏まえたまちづくりに関する検討支援 

（水害リスク評価） 
国   

水害リスク空白域の解消 
（洪水浸水想定区域図の作成） 

県 

市 

  

  

ハザードマップ（市民周知用）の更新 市   

SNS・広報誌等を活用した継続的な情報発信 
（広報誌） 

国 
市 
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Ⅱ 都市機能区域の見直し 

１．都市機能区域の概要 

都市機能区域とは、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能の維持・拡充を図る区

域です。 

本市では、都市再生特別措置法に定められている「都市機能誘導区域」を設定するとと

もに、積極的な都市機能の誘導は図らないものの、産業や観光拠点などの地域特性に応

じ、一定の都市機能を保ち、現在の生活利便性の維持を図る「都市機能維持ゾーン」を市

独自で設定します。 

 

２．見直し事項 

前計画（H30.3）と同様に９つの視点で分析し、区域を設定していますが、今回は特に

防災指針の災害リスク分析結果を踏まえて災害リスクの高いエリアを除外しています。 

視点１：都市づくりの方針への適合 

視点２：周辺からの公共交通のアクセス利便性 

視点３：都市機能の集積性 

視点４：快適な市街地環境の形成 

視点５：中心市街地活性化基本計画への適合、 

基幹的な医療、商業施設の立地 

視点６：特徴的な景観形成 

視点７：人口の集積 

視点８：地区特性 

視点９：災害リスク 

→一部区域を除外 

 

 

Ⅲ 居住区域の見直し 

１．居住区域の概要 

伊勢市では、市内各所に居住地が分布しており、あわせて、漁業や農業、名勝二見浦と

いった沿岸部に立地する産業を支える居住地の住環境を維持していくことも必要です。 

このことから、居住区域は、都市再生特別措置法に定められている「居住誘導区域」

と、既存集落の住環境を維持していくために市が独自に定める「一般居住区域」の２つの

区域を設定します。 

 

２．見直し事項 

前計画（H30.3）と同様に４つの視点で分析し、区域を設定していますが、都市機能誘

導区域と同様に、今回は特に防災指針の災害リスク分析結果を踏まえて災害リスクの高

いエリアを除外しています。 

視点１ 自然環境等の保全の観点から法的に居住の制限のある区域 

視点２ 災害リスクの高い区域 →一部区域を除外 

視点３ 産業振興を図る区域 

視点４ 人口の集積性が低く、徒歩・公共交通による生活利便性が低い区域 
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【伊勢市立地適正化計画 総括図】 
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凡 例 

都市機能区域 居住区域 

 都市機能誘導区域 

医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機

能を都市の中心拠点や生活拠点に緩やかに

誘導、集約し、各種サービスの効率的な提

供を図る区域 

 居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定のエリアにお

いて、都市機能やコミュニティが持続的に

確保されるよう、人口密度を維持するため

に居住を誘導する区域 

 都市機能維持ゾーン 

積極的な都市機能の誘導は図りませんが、

地域の特性に応じ、一定の都市機能を保ち、

現在の生活利便性の維持を図るゾーン 

 一般居住区域 

伊勢市が独自に定める区域で積極的な居住

の誘導は図りませんが、既存集落や新たな

居住に対する生活環境を維持していく区域 
  

宮川駅周辺（都市機能誘導区域） 

（誘導施設） 

診療所、通所・居宅型介護施設、子育て支援

センター、保育所、認定こども園、幼稚園、

図書館※、文化ホール、商業施設（1,000 ㎡超

10,000 ㎡以下）、金融施設、総合支所 

宮町・山田上口駅周辺 

（都市機能誘導区域） 

（誘導施設） 

病院（20 床以上）、休日夜間応急診療

所、診療所、通所・居宅型介護施設、子

育て支援センター、保育所、認定こど

も園、幼稚園、図書館※、商業施設（1,000

㎡超 10,000 ㎡以下）、金融施設 

伊勢市・宇治山田駅周辺 

（都市機能誘導区域） 

（誘導施設） 

病院（20 床以上）、診療所、通所・居宅

型介護施設、子育て支援センター、保

育所、認定こども園、幼稚園、図書館
※、文化ホール、商業施設（1,000 ㎡超）、

金融施設、市役所 

※図書館：いずれかの都市機能誘導区域において１施設に集約を行う。 

御薗総合支所周辺 

ララパーク周辺 

二見浦駅周辺 

用途地域 

都市計画区域 

五十鈴川駅周辺（都市機能誘導区域） 

（誘導施設） 

病院（20 床以上）、診療所、通所・居宅型介

護施設、子育て支援センター、保育所、認定

こども園、幼稚園、図書館※、商業施設（1,000

㎡超）、金融施設 
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Ⅳ 目標値の追加・見直し 

施策の進捗状況や計画の妥当性等を定量的に評価するため、都市機能、居住誘導に関す

る目標値と、方針に対応した目標値を次のとおり設定しています。 

今回は防災指針に対応した目標値を追加しています。 

目標指標 
基準値 

平成29（2017）年時点 

目標値 

令和15（2033）年 

都市機能 誘導施設の立地割合 32.6％ 34％ 

居住誘導 居住誘導区域の人口密度 37.6人/ha 33.8人/ha 

方針１ 若い世代に

とって魅力的な都市 

10～30歳代の暮らしやす

さに対する満足度 
76.2％ 80％ 

方針２ 高齢者が安心

して暮らせる便利な都

市 

60歳以上の暮らしやすさ

に対する満足度 
75.3％ 80％ 

防災に関する基本方針 

誰もが安全で安心して

暮らせる災害に強い都

市（追加） 

ポンプを増設する 

排水機場数 
－ ２機場 

雨水排水路の整備 － 供用開始 

宮川橋の改築 － 供用開始 

届出制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 都市機能誘導区域Ａに定められている施設であるため【届出不要】 

❷ 都市機能誘導区域Ｂに定められていない施設であるため【届出必要】 

❸ 都市機能誘導区域外のため【届出必要】 

❹   ❸ と同様に【届出必要】 

（都市機能誘導区域） 
※誘導施設(病院)を建築する場合のイメージ 

（居住誘導区域） 
※居住誘導区域に係る届出対象エリアのイメージ 

伊勢市立地適正化計画（改定・公表日：令和５年３月３１日） 

◎計画の全体版は伊勢市ホームページをご覧ください。 

◎本計画に対するご質問等は、下記【連絡先】までご連絡ください。 

【連絡先】伊勢市都市整備部都市計画課 

TEL：0596-21-5591 FAX：0596-21-5585 E-mail：toshikei@city.ise.mie.jp  

 

原則として、行為に着手する日の 30 日前までに、市長への届出が必要となります。 

mailto:toshikei@city.ise.mie.jp

